
プレスリリース 

2014 年 1月 24 日 

日本弁理士会 

愛Ｂリーグ 

ご当地グルメに関わる地域ブランドの模倣品対策に着手 

 

 
アクションの概要 

①模倣被害発見活動： 模倣品パトロール、通報窓口の設置運営等 

②模倣被害取り締まり活動： 販売停止要請、出品（出店）停止要請、警告、通報等 

対象となる地域ブランド 

東北地方のご当地グルメブランド（八戸せんべい汁、十和田バラ焼き、横手やきそば、なみえ焼そば等） 

 

 

 

 日本弁理士会は、愛Ｂリーグ（ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会）の各加盟団体等と協力して、模倣品

被害から消費者を保護するために模倣品対策に着手しました。 

 ご当地グルメをはじめとする地域ブランドの模倣品は全国各地で発生しており、模倣品と知らずに購入した消費

者からは、各加盟団体に不味い（品質が劣る）等の苦情が寄せられています。しかし、各地域に拠点を置く各加

盟団体が、全国各地で発生する模倣品被害から消費者を守るために取り締まりを行うことには限界がありまし

た。そこで、日本弁理士会は、2014年1月24日に愛Ｂリーグ本部及び各加盟団体と協定を締結し、模倣品を取り

締まるために「地域ブランド監理監視機構」を立ち上げます。 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

日本弁理士会 広報・支援・評価室 斉藤・坂本 
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